
１０月１日の消費税率引上げによる消費に与える影響を緩和するため、要件を満たす
対象者の方に、市内の小売店・飲食店等において共通して使用できるプレミアム付商品
券を販売します。

●販売対象者は購入引換券をお持ちの次の方です
　①平成３１年度住民税非課税者の方
　　※住民税課税者と生計同一の配偶者・扶養親族等、生活保護被保護者等を除く。
　②平成２８年４月２日から令和元年９月３０日までに生まれた子が属する世帯の世帯主の方 
●販売期間・場所
（第１次販売）令和元年１０月１日（火）～１０月１５日（火）まで　
　　　　　　　場所：東金市中央公民館講堂　１０：００～１６：００まで
　　　　　　　土日祝休日も販売します
（第２次販売）令和元年１０月１６日（水）～令和２年１月３１日（金）まで
　　　　　　　場所：東金市役所３階　商工観光課脇特設会場　１０：００～１６：００まで　
　　　　　　　土日祝休日及び年末年始を除く
●販売価格　１冊４，０００円（５００円券１０枚綴りで、５，０００円分利用可能）
　※対象者１人あたり５冊まで購入可能。販売期間内であれば分割して購入できます。
●商品券使用期間　　令和元年１０月１日～令和２年２月１６日
●販売方法　購入引換券を確認のうえ１冊４，０００円で販売いたします。
　・購入には購入引換券と身分証明書が必要です。
・本人確認が必要ですので運転免許証や保険証等の身分証明書をお持ち下さい。引換券を
郵送された封筒に入れて購入会場にお持ちいただくと身分確認がスムーズに行えます。
・家族分を代表して購入する場合は、窓口来訪者の身分証明書と家族分の引換券が必要で
す。家族全員の身分証明書は必要ありません。

　※身分証明書は、運転免許証、健康保険証、郵便物等とします。
※代理人が購入する場合は、窓口来訪者の本人確認を行うとともに、購入引換券に記載の
ある方との関係をお聞きします。

●商品券利用上の注意
・大型店での利用枚数制限はありません・つり銭は出ません・第三者への譲渡、転売はでき
ません・商品券の返品、換金はできません・商品券の盗難や紛失等に対し、発行者はその責
を負いません・商品券は取扱店舗のみで利用できます・有効期間の過ぎた商品券は無効と
なり、払い戻しできません
●商品券の利用対象とならないものの一例
・有価証券、商品券（ビール券、図書券、店舗が独自発行する商品券等）、旅行券、乗車券、
切手、はがき、印紙、プリペイドカード等の換金性の高いものの購入・たばこ、宝くじ類・各
取扱店舗が指定するもの

問　商品券販売に関するお問合せ　商工観光課　TEL ０４７５（５０）１１９７
問　購入引換券に関するお問合せ　社会福祉課　TEL ０４７５（５０）１２３３


